
 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関における外来の機能分化を進めるため、平成 28 年度からは、紹介状なしで特

定機能病院（厚生労働大臣の承認を受けた大学病院など）及び 500 床以上の大病院など

を受診する場合、原則として初診時または再診時に３割～１割の自己負担に加え、定額負

担が必要になります。 

定額負担の最低額は、初診時に 5,000 円（歯科は 3,000 円）、再診時に 2,500 円（歯

科は 1,500 円）となります。 

なお、実際の定額負担の額は、この最低額を基本に病院が決めた額となります。 
※ ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、定額負担を必要としないこともあり

ます。 

 

紹介状なしで受診をすると・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３割～１割の自己負担 定額負担（5,000 円～） 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、

自己負担額の軽減や医療保険の財政状況を改善

するための有効な手段の一つです。国は、その後

発医薬品（ジェネリック医薬品に関する数量シェ

ア※の目標値を右のように定めています。 

処方されている薬に後発医薬品（ジェネリック

医薬品）があれば、積極的に活用しましょう！  

 ※ 数量シェアとは、「後発医薬品のある先発医薬

品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医

薬品」の数量シェアをいいます。 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の 

積極的な活用にご協力をお願いします！ 

達成時期 目標値 

平成 29年半ば 70％以上 

平成 30～32 年度

末までの間のな

るべく早い時期 

 

80％以上 
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紹介状なしで大病院等を受診すると 

自己負担額が大幅アップする！？ 
 

 

 

横浜市職員共済組合医療福祉課（松村ビル4階） 
TEL 671-3402 FAX 641-0915 
 
  

 [ホームページ] 
http://www.yokohama-kyosai.or.jp/ 
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